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規 則

　 秋 田 県 旅 費 支 給 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 平 成 二 十 五 年 二 月 二 十 六 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 秋 田 県 知 事　 佐　 竹　 敬　 久

秋 田 県 規 則 第 三 号

　 　 　 秋 田 県 旅 費 支 給 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 秋 田 県 旅 費 支 給 規 則 （ 昭 和 二 十 八 年 秋 田 県 規 則 第 六 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 十 二 条 中 「 第 六 条 第 一 項 第 十 号 」 を 「 第 六 条 第 一 項 第 十 一 号 」 に 改 め る 。

　 別 表 第 二 第 九 号 中 「 外 」 を 「 ほ か 」 に 改 め 、 同 表 第 十 五 号 中 「 第 四 十 二 条 」 を 「 第 四 十 二 条 第 一 項 」 に 改 め 、 同 表 第

十 六 号 中 「 の 外 」 を 「 の ほ か 」 に 改 め る 。

　 　 　 附　 則

　 こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 五 年 三 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 十 二 条 の 改 正 規 定 及 び 別 表 第 二 の 改 正 規 定 （ 同 表 第 十

五 号 に 係 る 部 分 を 除 く 。 ） は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

　 　 　 　 　 　 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

　 災 害 救 助 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 平 成 二 十 五 年 二 月 二 十 六 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 秋 田 県 知 事　 佐　 竹　 敬　 久

秋 田 県 規 則 第 四 号

　 　 　 災 害 救 助 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 災 害 救 助 法 施 行 細 則 （ 昭 和 三 十 九 年 秋 田 県 規 則 第 三 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 別 表 第 一 第 一 号 ㈡ ⑵ 中 「 二 百 三 十 八 万 七 千 円 」 を 「 二 百 四 十 万 千 円 」 に 改 め 、 同 表 第 三 号 ㈠ 中 「 た い 積 」 を 「 堆 積 」

に 改 め 、 同 号 ㈢ ⑴ の 表 夏 季 の 項 中 「 一 七 、 三 〇 〇 円 」 を 「 一 七 、 二 〇 〇 円 」 に 、 「 二 二 、 三 〇 〇 円 」 を 「 二 二 、 二 〇 〇

円 」 に 、 「 三 二 、 八 〇 〇 円 」 を 「 三 二 、 七 〇 〇 円 」 に 、 「 三 九 、 三 〇 〇 円 」 を 「 三 九 、 二 〇 〇 円 」 に 、 「 四 九 、 八 〇 〇

円 」 を 「 四 九 、 七 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 冬 季 の 項 中 「 二 八 、 六 〇 〇 円 」 を 「 二 八 、 五 〇 〇 円 」 に 、 「 三 七 、 〇 〇 〇 円 」

を 「 三 六 、 九 〇 〇 円 」 に 、 「 五 一 、 六 〇 〇 円 」 を 「 五 一 、 四 〇 〇 円 」 に 、 「 六 〇 、 四 〇 〇 円 」 を 「 六 〇 、 二 〇 〇 円 」

に 、 「 七 五 、 九 〇 〇 円 」 を 「 七 五 、 七 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 号 ㈢ ⑵ の 表 夏 季 の 項 中 「 一 七 、 五 〇 〇 円 」 を 「 一 七 、 四 〇 〇

円 」 に 改 め 、 同 表 冬 季 の 項 中 「 一 六 、 九 〇 〇 」 を 「 一 六 、 八 〇 〇 円 」 に 、 「 二 〇 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 一 九 、 九 〇 〇 円 」

に 、 「 二 五 、 四 〇 〇 円 」 を 「 二 五 、 三 〇 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 第 八 号 ㈠ 中 「 き 損 」 を 「 毀 損 」 に 改 め 、 同 表 第 十 二 号 ㈡ 中

「 十 三 万 四 千 二 百 円 」 を 「 十 三 万 三 千 九 百 円 」 に 改 め る 。

　 別 表 第 二 第 一 号 ㈠ ⑴ 中 「 一 万 八 千 九 百 円 」 を 「 一 万 八 千 六 百 円 」 に 改 め 、 同 号 ㈠ ⑵ 中 「 一 万 五 千 九 百 円 」 を 「 一 万 五

千 五 百 円 」 に 改 め 、 同 号 ㈠ ⑶ 中 「 一 万 七 千 八 百 円 」 を 「 一 万 七 千 四 百 円 」 に 改 め 、 同 号 ㈠ ⑷ 中 「 一 万 四 千 四 百 円 」 を

「 一 万 四 千 百 円 」 に 改 め 、 同 号 ㈠ ⑸ 中 「 一 万 七 千 円 」 を 「 一 万 六 千 八 百 円 」 に 改 め 、 同 号 ㈠ ⑹ 中 「 一 万 五 千 七 百 円 」 を

「 一 万 六 千 円 」 に 改 め 、 同 号 ㈠ ⑺ 中 「 一 万 四 千 五 百 円 」 を 「 一 万 四 千 八 百 円 」 に 改 め 、 同 号 ㈠ ⑻ 中 「 一 万 三 千 円 」 を

「 一 万 三 千 三 百 円 」 に 改 め る 。

　 　 　 附　 則

　 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。
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秋田県告示第71号
　漁港漁場整備法（昭和25年法律第137号）第17条第10項の規定により、次のとおり金浦地区特定漁港漁場整備事業計
画を変更したので、公表する。
　　平成25年２月26日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久
（「次のとおり」は省略し、農林水産部水産漁港課及び由利地域振興局農林部農村整備課に備え置いて縦覧に供す
る。）
　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋田県告示第72号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条の規定に基づき、次のとおり道路の区域を変更し、供用を開始する。
　　平成25年２月26日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久
１　道路の区域

２　供用開始の期日　平成25年２月26日
３　道路の区域及び供用開始の区間を表示した図面を縦覧する場所及び期間
　⑴　場所　由利地域振興局建設部用地課
　⑵　期間　平成25年２月26日から同年３月11日まで
　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋田県告示第73号
　建設業法（昭和24年法律第100号）第29条第１項の規定により、次のとおり建設業の許可を取り消したので、同法第
29条の５第１項の規定に基づき、公告する。
　　平成25年２月26日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久
１　処分をした年月日
　　平成25年２月18日
２　処分を受けた者の商号又は名称、主たる営業所の所在地、代表者の氏名及び許可番号
　　株式会社ノースファーマ
　　横手市横手町字四ノ口36番地
　　代表取締役　大　部　　　修
　　秋田県知事許可（般−19）第80536号
３　処分の内容
　　土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、しゅんせつ工事業及び水道施設工事業

に係る一般建設業許可の取消し
４　処分の原因となった事実
　　平成25年２月18日付けで土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、しゅんせつ工

事業及び水道施設工事業に係る廃業等の届出があった。
　　このことが建設業法第29条第１項第４号に該当する。

告 示

道路の
種　類 旧新別 路線名 区　　　　　　　　　間 敷地の幅員

（メートル）
延長

（キロメートル）

県　道

旧 楢渕横渡
線

由利本荘市東由利宿字白糸24番１地先から字黒沢
109番１地先まで 6.00～32.00 0.650

新 楢渕横渡
線 〃 6.00～40.00 0.650

公営企業管理規程

　 秋 田 県 電 気 事 業 保 安 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 平 成 二 十 五 年 二 月 二 十 六 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 秋 田 県 知 事　 佐　 竹　 敬　 久
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電気工作物の工事 維持及び運用に関する保安管理組織（第４条関係）別表第１ 、

大館発電事務所 電気主任技術者
柴 平 発 電 所
八 幡 平 発 電 所
八幡平第二発電所
素 波 里 発 電 所
早 口 発 電 所
山 瀬 発 電 所

秋田発電・工業用水道事務所 電気主任技術者
知 部 杉 沢 発 電 所

公 営 企 業 課 岩 見 発 電 所
事 長 電 気 主 任 技 術 者 皆 瀬 発 電 所

ダム水路主任技術者 板 戸 発 電 所
大 松 川 発 電 所電 気 主 任 技 術 者

（建設）
ダム水路主任技術者

（建設）

玉川発電事務所
鎧 畑 発 電 所
小 和 瀬 発 電 所
田 沢 湖 発 電 所
玉 川 発 電 所
小 和 瀬 送 電 線 路

（建設中）萩 形 発 電 所

注 １ 大館発電事務所及び秋田発電・工業用水道事務所に係る自家用電気工作物の保安業務のうち電気に関するものは、それぞれ専任の電気主
任技術者が所掌する。
２ この表において「部長」とは、秋田県公営企業の設置等に関する条例（昭和41年秋田県条例第51号）第３条第２項に規定する産業労働部
の長をいう（別表第３において同じ 。。）

発行者　　秋　田　県　　　　秋田市山王四丁目１番１号
　　　　　　　　　　　　　　電話　018−860−1078（総務部広報広聴課）

秋 田 県 公 営 企 業 管 理 規 程 第 一 号

　 　 　 秋 田 県 電 気 事 業 保 安 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程

　 秋 田 県 電 気 事 業 保 安 規 程 （ 昭 和 六 十 年 秋 田 県 公 営 企 業 管 理 規 程 第 十 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 別 表 第 一 を 次 の よ う に 改 め る 。

　 　 　 附　 則

　 こ の 規 程 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

別表第１　電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安管理組織（第４条関係）


